
  

 

 

 

 

 

 

   
 

             主な活動内容 

本市が行う芸術文化（音楽、演劇、美術など）のイベントをサポートしていただくボランティアス

タッフです。 

      イベント（ブリックホール探検隊）の企画・運営 

      本市主催の文化事業受付、会場設営、会場案内、司会 など 

毎月さまざまな活動がありますので、得意分野を活かした活動が可能です。 

 

             応募資格 

長崎市内もしくは長崎市に隣接する地域に居住する方又は長崎市内に勤務する方で満18歳以上の方

（高校生を除く）。 

 

             応募方法 

裏面の長崎ブリックホールサポーター登録申込書に必要事項をご記入のうえ、メール、郵送又は持

参のいずれかの方法でご提出ください。 

 

             応募締切 

令和 8 年 4 月 10 日（金）必着 

 

             その他 

長崎ブリックホールサポーターは、無償のボランティアです。ただし、活動に参加された場合は、 

公共交通機関利用相当額の交通費を支給します。 

また、サポーター活動にあたっては、長崎市社会福祉協議会のボランティア保険に加入していただ

きます。 

なお、ボランティア保険に加入する際の手続き及び保険料については、本市が負担します。 

 

             応募先・お問い合わせ 

〒850-8685 長崎県長崎市魚の町 4 番 1 号 9 階 長崎市市民生活部文化振興課 

     095-829-1235／       bun_shin@city.nagasaki.lg.jp 

※長崎市役所の開庁日時は、平日の 8 時 45 分から 17 時 30 分までです。 

長崎ブリックホールサポ―ター 

大募集！



別記様式（第４条関係）
（あて先） 長崎市長

※□には✔を記入してください。
ふりがな 生年月日

氏     名

住     所

電話番号

FAX番号

メール
アドレス

【申込みにあたっての調査　　　＊＊やってみたい活動に✔を記入してください。（複数回答可）】

　 □　催し物のチケットもぎり、会場誘導　 経験【□あり（　　　回）・□なし】

□　館内アナウンス　 経験【□あり（　　　回）・□なし】

　　 □　市民参加型事業のサポート（ラウンジコンサートの企画運営、市民参加舞台のスタッフ等）

□　サポーターの運営のサポート（サポーター間の事務連絡等）

□　情報誌及びイベントチラシポスター等の発送

□　自主事業アンケートの整理 パソコン経験【□あり・□なし】

【サポーター活動に従事できる時間をご記入ください。】

□平日 （曜日                     ) 時間帯

□土・日・祝日 時間帯

【交通手段について】 ※サポーター活動時は、原則としてご自宅または勤務先から活動地（ブリックホールほか）
までの往復交通費を支給します。（公共交通機関利用相当額となります。）
バス停名や駅名、運賃にお間違いのないようご記入ください。

【ブリックホールまで・・・茂里町】

□路面電車 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

□バス 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

□ＪＲ 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

合計　　　　　　　　円

【チトセピアホールまで・・・千歳町】*チトセピアホールでの活動時

□路面電車 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

□バス 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

□ＪＲ 区間（　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　） 片道　　　　　　　円 往復　　　　　　　　円

合計　　　　　　　　円

【活動に関する質問や要望等がありましたらお書きください。】

長崎ブリックホールサポーター登録申込書

　　　　　－　　　　　－　　　　　　　（自宅・勤務先）いずれか連絡の取りやすい所をお書きください。

（　 　　：　　　～　　　：　　 　）

（　　 　：　　　～　　　：　　 　）

　　　　　－　　　　　－　　　　　　　（自宅・勤務先）

〒

※長崎ブリックホールサポーター登録申込書にご記入いただいた個人情報については、サポーター活動に関する連絡、ボランティ
ア団体登録及びボランティア保険の加入手続きにのみ使用させていただきます。ご本人の同意なくその範囲内を超えて利用するこ
とはありません。


